
                                          

新型コロナウイルス感染症に関する学校再開に向けた対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステージ 

配慮事項 

《第１ステージ》 

６月１日（月）～６月５日（金） 

《第２ステージ》 

６月８日（月）～６月 12日（金） 

《第３ステージ》 

６月 15日（月）～６月 19日（金） 

《第４ステージ》 

６月 22日（月）～ 

登校方法 
分散登校（毎日） 

○学級を２分割 

○午前と午後 ２回に分かれ登校 

分散登校（毎日） 

○学級を２分割 

○午前と午後 ２回に分かれ登校 

一斉登校 

○登校時間帯に幅を持たせ混雑を

緩和 

一斉登校 

○登校時間帯に幅を持たせ混雑を

緩和 

１日当たりの 

授業コマ数 
３コマ ３コマ ６コマ ７コマを上限とする 

給食 配食なし 
配食あり（午前登校は給食後に 

下校、午後登校は給食後に授業） 

配食あり 

（午前終了後に全学年が給食） 

配食あり 

（午前終了後に全学年が給食） 

※６月１日以降、東京都に緊急事態宣言が出されていた場合は、上記を参考に段階的に教育活動を再開していく。 

【学校における教育活動再開に基本方針】 

「新しい生活様式」を踏まえ、基本的な感染症対策を徹底した上で、３つの密（密閉・密集・密接）を避けるように工夫して教育活動を再開し、学校におい

て児童・生徒が学ぶことができる環境を作っていくことにより、全ての児童・生徒が各学校の教育計画に基づく教育を受けることができるようにしていく。 

【学校再開時における段階的な教育活動の実施に向けた取組】 

 
【学期の期間の変更】 

今年度に限り、３学期制を２学期制に変更する。 

《前期》 ４月１日から９月３０日まで 

《後期》１０月１日から３月３１日まで 

【長期休業日の短縮】 

授業時数の確保のため、夏季休業日を短縮する。 

《夏季休業日》８月８日から８月２３日まで 

※冬季及び春季休業日は一律の短縮はしない。 

【基本的な感染症対策】 

○毎日の検温や風邪症状の確認 

○こまめな手洗いの徹底 

○ドアノブや共用の教具・教材等の消毒 

 （１日に１回以上） 

○児童・生徒及び教職員のマスクの着用 

○教室の換気の徹底（６０分間に２～３回） 

○可能な限り距離を確保した座席配置 

 

【４段階での教育活動の再開】 

児童・生徒が円滑に学校生活へ適応できるよう段階

的に教育活動を開始する。 

《各段階の配慮事項》 

 ○登校方法（分散登校から一斉登校へ） 

 ○１日当たりの授業コマ数（３コマから開始） 

  ※１単位時間：小学校３５分、中学校４０分 

 ○給食（パンと牛乳など簡易な献立） 

 

資料１ 多摩市総合教育会議（令和 2年 5月 25日） 


